
高等学校不登校生徒支援のための「ふれあいルーム」実施要領 

岩手県立総合教育センター 

１ 目的 

不登校生徒の教育機会の確保の一環として、岩手県立総合教育センター及び岩手県立図書館

に教育支援センター「ふれあいルーム」を設置し、生徒一人一人の実情やニーズに応じた学び

の場及び居場所の提供を通じて、不登校生徒及びその保護者並びに在籍校の支援に資する。 

２ 対象 

県内の高等学校に在籍し、登校の意思があるにもかかわらず登校できない、又は教室に入れ

ない状態にある生徒。 

 

３ 設置場所 

（１）ふれあいルーム花巻（岩手県立総合教育センター内）  

（２）ふれあいルーム盛岡（岩手県立図書館内）（試行）  

※いずれかを選択する。 

４ 通所の条件 

生徒に学習意欲があり、公共施設での自学自習が可能で、生徒及び保護者が通所を希望して

いること。 

 

５ 開設時間 

平日９：00～16：00（午前のみ又は午後のみの通所も可） 

※実際の通所日や時間割等の詳細については、生徒の実情に応じて個別に計画する。 

 

６ 通所決定までの手続き等 

（１）事前説明会の申込み 

保護者が直接又は在籍校を通じて、総合教育センターに電話で申し込む。 

（２）事前説明会の実施 

・対象：生徒、保護者 

・内容：「ふれあいルーム」の目的や支援内容等の説明、施設見学、意思確認等 

（３）通所の手続き 

保護者は、「ふれあいルーム」通所申込書（様式１）を作成し、総合教育センター所長宛て

に提出する。 

在籍校は、生徒個票（様式２）を作成し、在籍校の「生徒指導個票」の写しを添えて、総合

教育センター所長宛てに提出する。 

７ 通所による支援 

総合教育センターは、在籍校と相談の上で、以下の活動例を基本とした支援計画書（様式３）

を作成し、計画に基づいた支援を行う。 

 



【活動例】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 在籍校が提供する教材、又は生徒が準備した教材を使用し、生徒の学習活動を支援する

（在籍校からオンライン配信する授業を受けることも可）。 

 ※２ 生徒の状況に応じて、LHRの時間を利用してボランティア等の活動を行うことも可能。 

※３ 必要に応じて、LHRの時間を利用して生徒との個別面談を行う。 

８ 総合教育センターと在籍校との連携 

（１）出欠状況や生徒の様子等の情報交換 

（２）在籍校からの学習教材の提供（自学自習できる内容） 

（３）月１回程度のケース会議の実施 

９ 通所終了後の支援 

（１）在籍校の支援 

必要に応じて、電話相談やケース会議を実施し、生徒の現況に関する情報共有及び学校の

支援内容に関するコンサルテーションを行う。 

（２）生徒及び保護者の支援 

電話相談や来所相談、訪問相談を通じた支援を必要な期間継続する。 

10 その他 

（１）保険について 

在籍校において、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準を満たすよ

う必要な手続きを講じること。 

（２）経費について 

支援の一環として行う体験活動等で経費が発生する場合は、事前に保護者に説明し承諾を

得た上で、実費を集金する場合があること。 

例１：午前のみ 

 8:50～ 9:10 登所・SHR 

 9:10～10:00 言語文化 

 10:10～11:00 家庭基礎 

 11:10～12:00 歴史総合 

 12:00～12:10 連絡等 

例３：終日 

 8:50～ 9:10 登所・SHR 

 9:10～10:00 地理総合 

 10:10～11:00 音楽 

 11:10～12:00 数学Ⅰ 

 12:00～12:50 昼食 

 12:50～13:40 英語コミュニケーションⅠ 

 13:50～14:40 体育 

 14:50～15:40 LHR 

 15:40～15:50 清掃 

15:50～16:00 連絡等 

例２：午後のみ 

12:30～12:50 登所・SHR 

12:50～13:40 現代の国語 

 13:50～14:40 LHR  

 14:50～15:40 数学Ａ 

 15:40～15:50 連絡等 



岩手県立総合教育センター 

ふれあいルームの 

ご案内 
 

 

 

   ふれあいルームとは？  

・不安や悩みなどで学校に行けなくなった高校生のために学びの場及び居場所

を提供し、支援・相談を行います。 

・ふれあいルームでの活動等を、出席日数や科目履修に反映させられる場合が

あります。 

※詳しくは下記連絡先までお問合せください 

ふれあいルームでの活動 

  月曜日〜金曜日 ９:00〜16:00  

●日程例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあいルームの利用について  

・利用できる人……登校の意思があるにもかかわらず、登校できない、 

又は教室に入れない状態にある県内の高校生 

対象・条件：生徒に学習意欲があり、公共施設内での自学自習が可能で、生徒及び

保護者が通所を希望していること 

・申込方法…… 0198-27-2331(ふれあい電話相談)までご連絡下さい。   

ふれあいルームの場所  

●ふれあいルーム花巻（岩手県立総合教育センター内） 

〒025-0301 岩手県花巻市北湯口 2-82-1 

TEL 0198-27-2331(ふれあい相談電話) FAX 0198-27-3562  

●ふれあいルーム盛岡（岩手県立図書館内） 

〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通 1-7-1 

活動内容は 

一人ひとり 

異なります 



●花巻 IC から（６km）  

約 10 分 

 

 

●花巻駅前（５番のりば）→県立教育センター  

花巻駅前      ７：35 発、12：19 発 

花巻空港前     ７：53 発、12：37 発 

県立教育センター  ８：07 着、12：51 着 

●県立教育センター→花巻駅前  

県立教育センター  13：00 発、17：33 発  

花巻空港駅     13：14 発、17：47 発  

花巻駅前      13：32 着、18：05 着  

 

●盛岡 IC から（4.5km） 

約 10 分 

 

●JR 盛岡駅から（0.2km） 

約４分  

盛岡駅東西自由通路経由（さんさこみち）  

又は地下自由通路経由です。  

 ●最寄りのバス停留所  

アイーナ前、盛岡駅西口、盛岡駅前（東口）  

 

交通案内 （時間はおおよその目安です）  

 

●ふれあいルーム花巻（岩手県立総合教育センター内）  
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（岩手県交通）  

 

 

 ●ふれあいルーム盛岡（岩手県立図書館内） 
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車 

バス 

 

車 

徒歩 

地図はこちらで

ご確認ください  

地図はこちらで

ご確認ください  


